
京都市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２９年３月３１日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第   号 

   京都市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 京都市屋外広告物等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

 第７条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第１号中「する自然公園」

の右に「（同法第３３条第１項各号列記以外の部分に規定する普通地域を除く。）」を加え，

同条第２項各号列記以外の部分中「の各号」を削る。 

 第１号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に， 

「 

                                       」 

を 

「 

許 可 の 年 月 日 

及 び 許 可 番 号 
年   月   日  第   号 

申 請 コ ー ド  

                                       」 

に改め， 

「 

完了・中止年月日 年     月     日 

                                       」 

を削る。 

 第２号様式中「あて先」を「宛先」に， 

「 

許 可 の 年 月 日 

及 び 許 可 番 号 
年   月   日  第   号 

                                       」 

許 可 の 年 月 日 

及 び 許 可 番 号 
年   月   日  第   号 

１０７



を 

「 

許 可 の 年 月 日 

及 び 許 可 番 号 
年   月   日  第   号 

申 請 コ ー ド  

個 票 番 号  物 件 番 号  

                                       」 

に改める。 

 第３号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に改める。 

 第４号様式注以外の部分中「あて先」を「宛先」に， 

「 

下 地 の 色  

                                       」 

を 

「 

特 定 屋 内 広 告 物 の 色  

同一建築物において，京都市屋外広告物等

に関する条例の規定により屋外広告物に

係る許可を受けている場合にあっては，

当該許可に係る申請コード  

 

                                       」 

に改める。 

 第５号様式，第５号様式の２，第６号様式注以外の部分，第７号様式注以外の部分，第

８号様式，第９号様式注以外の部分，第１２号様式注以外の部分及び第１３号様式注以外

の部分中「あて先」を「宛先」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 



２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用すること

ができる。 

（都市計画局広告景観づくり推進室） 
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